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○岩沢座長 それでは、「第三国定住に関する有識者会議」の第８回会議を始めさせてい

ただきます。 

 本日は、根本オブザーバーが欠席されております。 

 なお、RHQの保坂英博オブザーバーの異動に伴い、後任の横山佳孝本部長臨時代行にお越

しいただいております。一言お願いします。 

○RHQ（横山） 先週の11日付でRHQに異動しました横山と申します。前職は国連関係の仕

事を３年ぐらいやっておりまして、RHQのほうに異動になりました。難民関係は関心を持っ

ておりますが、実際に仕事に携わるのは今回が初めてであります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の配付資料について、事務方から説明をお願いします。 

○中川参事官 それでは、お手元にお配りさせていただいております資料は、配付資料の

目録どおりでございます。 

 資料１は、本日の議事次第です。 

 資料２が、UNHCR作成の資料です。 

 資料３が、論点整理のたたき台です。 

 以上でございます。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 それでは、これより議題に入ります。議題はお手元の資料１のとおりです。まず、２（１）

「第３陣の辞退を巡る状況について」という議題です。具体的には第４陣を選考するに当

たっての基準の見直しの議論を前回からしていただいているわけでございます。今日はそ

の議論の続きをさせていただくわけですが、確認させていただきたいのは、選考の基準の

見直しは当面、第４陣の選考についてということで見直しをさせていただいておりまして、

パイロットケース後の将来的な話につきましては改めて年明けから議論する時間が確保さ

れておりますので、パイロットケース後の話はまた別途行う機会があるということで、当

面は第４陣についての基準ということで議論しているということを確認させていただきた

いと思います。 

 まず、前回御欠席の委員もいらっしゃいますので、前回の議論の結果について整理させ

ていただきたいと思います。 

 次の３点については、原則賛成ということで合意いただいたと思います。家族の呼び寄

せ、対象民族の拡大、タイ国内の２キャンプへの拡大。もう一つの論点として、マレーシ

アの都市型難民については第４陣からは難しいということで、議論の結果、合意いただい

たと理解しております。 

 この議論の意見のまとめ方ですが、基準の見直し、そしてそれについての有識者会議と

しての意見に関しては、意見書を別途作成するということではなく、この会議の議事概要

にその意見を残すという形で、我々の結論を政府に御提出したという形にしたいと思って
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いるのですが、それでよろしいでしょうか。 

（了承） 

○岩沢座長 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き議論させていただきたいのですが、前回積み残しの部分がありまし

て、タイの２キャンプ拡大と、出国前研修のビルマ語対応費用の関係について、事務局で

検討するということだったのですが、検討状況を御説明いただきたいと思います。 

○中川参事官 現在、IOMさんとの間でも予算面についての協議を行っているところである

のですが、申し訳ないのですが、現時点でまだ明確な結論には至っておりません。 

 いずれにいたしましても、この問題は運用面での制約に関するものということでござい

ますので、前回の有識者会議で出していただいた結論自体の変更というものではないと思

っております。できるだけ次回までには御説明できるように準備したいと思っております。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 続きまして、UNHCRから、今日の議題に関連する資料を御提出いただいておりますので、

順に説明していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○UNHCR（小尾） ありがとうございます。こちらから提出させていただきましたのは、い

わゆるUNHCRが各国の政府の方々に、第三国定住のプログラムのもとでどういう方を選考し

ていただき、その推薦を行うか、その提出に関わる、特に家族をどのように見ているかと

いうことについて書かれたところの抜粋です。英語、邦訳も付けておりますが、実はこの

邦訳につきましては、ハンドブックというのをこちらに持って参りましたけれども、今作

成中で、おそらく今月中にはでき上がるという見込みですので、１月の初めには皆様にお

配りできると思いますので、お楽しみにということでございます。 

 内容といたしましては、家族の構成は、いわゆる血の繋がりのある親と子だけに限らず、

主たる申請者に経済的、精神的、社会的に依存している拡大家族の概念というものを私ど

ものほうは使っているということをこちらで示させていただいたということになります。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの事務局、UNHCRの説明に関して、何か御質問、ご意見はございます

か。 

○IOM（橋本） 私が前回申し上げたことで、今日根本先生がいらっしゃっていないのです

が、根本先生から御指摘いただいたことで、私が間違ってしまったことがあったので、こ

の場を借りて訂正をさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。根本先生

から前回、ビルマ語及びカレン語を話すIOMの職員が対応すれば、その２か国語で出国前研

修ができるのではないかという御指摘がありまして、私のほうから、同時に２か国語を話

すわけにはいかないのでというふうに御説明したのですけれども、実際には２倍の時間が

かかるということではなくて、どうにかやりくりをすることによって、私どもIOMのカレン

語及びビルマ語を話す職員の者が出国前研修をすることによって、２倍まで行かない時間

で両言語の話者の難民の方に出国前研修をすることができるという情報がタイの事務所か
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ら参りました。お詫びとともに訂正をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○太田委員 UNHCRさんの資料で、「未成年である難民、特に同伴者のない子供や少女を、

特に後見や養子縁組に留意しつつ、保護すること」ということですけれども、こういった

養子縁組の制度というのは、法的にといいますか、どういう形で考えればよろしいのでし

ょうか。 

○UNHCR（小尾） これはおそらく伝統的に、あるいは社会的に見て、法的にそういった養

子縁組の制度で子どもを自分の子どもとして育てるということが必ずしもなくても、ある

大人が自分の例えば姪、甥の養子を自分の子として面倒を見てきたということも一応含め

ながら、特に子どもの場合はその人達と恐らく社会的、精神的な繋がりがあるような子ど

もに関しては、それを家族の１単位として見るということがございます。 

 この前の第７回のときに石井さんのほうから御質問があったかと思うのですけれども、

例えば甥であるとか、姪であるとか、あるいは遠い親戚の子どもが大人にくっついて国境

を越えてやって来たと。その子どもの最善の利益というものはどういうことなのかという

ことを、いわゆる児童の権利条約に基づいて判断するという委員会がタイの中ではきちん

と設定されております。 

 ですから、例えば必ずしも血が繋がっていない子どもを連れてきた大人がいて、もしか

したらこの人とはどれぐらいの依存関係にあるのかということが明らかでないような場合

には、その委員会がこの子どもに関しては最善の利益は何なのかということを判断する。

それに伴って、この子がその家族と一緒に第三国定住に乗っかって他の国に行くというこ

とが果して最適なのかをとかということも同時に判断する。そういった対処、あるいは取

り組みができております。 

○岩沢座長 血が繋がっていなくても、例えば両親が亡くなってしまって、知人や隣人と

一緒に逃げてきて、言わば子ども同様に世話されているというようなケースもあるのでは

ないかと推察するのですけれども。 

○UNHCR（小尾） そうです。それも入っております。ただ、これまで私どもが見てきた限

り、大人が「私の子どもとしてこれから育てていきます」というようなことがあっても、

搾取であるとか、家庭内暴力といった、そういった保護の問題が出てきているということ

もあったもので、それであるならば、必ずしも血の繋がっていない子どもに関しては、や

はり第三者がこの子どもにとって最善なことは何なのかということを判断するという、組

織的に対処することが必要なのではないかということで、こういう形で大量に人が入って

きたりという場合には、そういったケースは多々あるわけで、それに関しては子どもの最

善の利益ということをまず最優先するということになっております。 

○岩沢座長 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

○池上委員 UNHCR資料の「誰が家族の構成員か」というところで、先ほど小尾さんからも

言及があった核家族の理解ですね。「一般的に、配偶者と二人の間の未成年または扶養さ
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れている未婚の子ども」の後、「未成年の兄弟姉妹で構成されると考えられている」と。

通常、社会学とか文化人類学で言うと、前者だけ、つまり配偶者と未婚の子どもを核家族

と言うのですが、UNHCR的理解では未成年の兄弟姉妹も含まれるというふうに書いてありま

す。これはこういう理解だとわかるのですけれども、そうすると、今、日本の第三国定住

が狭い意味での核家族、つまり配偶者と未婚の子どもまでというふうに限っているのは、

UNHCR的な見方からすると、すごく狭い設定だなという印象を世界中から受けるのかなと思

うのですけれども、それはいかがですか。 

○UNHCR（小尾） ありがとうございます。この間も最後のところで申し上げましたけれど

も、これまで大家族、あるいは一つのグループとして、単位としてお互いに助け合いなが

ら家族同様に過ごしてきた人達が、第三国定住のプロセスに乗っかることによって分離し

てしまう、あるいは離散してしまう、それに伴うリスクというのをやはりきちんとはかる

必要があるのではないか。 

 例えば、第三国定住で親と子、10人いた中の３人の人達が乗っかってしまう。そこに未

成年の子どもが非常に精神的な繋がりの大きかった主たる申請者に付いていけなかったが

ゆえに、キャンプの中に残されてしまう。それに伴って、その子達が今度自分達が生活し

ていくという術を失ってしまうであるとか、あるいは暴力であるとか、特に性暴力の対象

になってしまう。そういったリスクはともかく避けたい。本当に最小にしていかない限り、

第三国定住で安全なところに行く家族はいいかもしれないけれども、それによって取り残

されてしまって、今度は残された家族が危険な目に遭うということはなるべく避けるべき

であるということからも、血が繋がっていなくても、あるいは血が繋がっていても遠縁で

ある、そういう方々に関しても１つの単位として、私どもとしては第三国に提出するとき

にはお願いするようにという形をとっております。 

○池上委員 その上で質問ですけれども、いいですか。 

○岩沢座長 どうぞ。 

○池上委員 ２つあるのですけれども、未成年というところの理解です。これは、当然い

わゆる先進国ですら、18歳だったり、20歳だったり、さまざまな見解がありますよね。そ

こは当該社会、つまり当該グループの成人観によっているのか、客観的な年齢なりの基準

があるのかというのが質問の１点です。まずここから伺います。 

○UNHCR（小尾） もちろん、その人達が出てきた国で何歳から大人として見られるのかと

いう国内法での基準というのが一つあると思うのですけれども、私どもは国際的に、ある

いはUNHCRとして使われているのは、18歳ということで一応線引きをしております。 

 ただ、第三国によっては、子どもという概念をもっと幅広く使っている国もありまして、

例えばアメリカは21歳までの人達を子どもというわけですけれども、21歳にまだ達してい

なければ、彼らを子どもとしてその家族の単位に入れている。そういう国もありますので、

国によってはまちまちであるということです。 

○池上委員 では、２つ目の質問です。兄弟姉妹というところの理解ですけれども、これ
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は前回も話題になったと思うのですが、日本の社会で兄弟姉妹というと、いわゆる血のつ

ながりが非常に近い２親等を指しますよね。 

 でも、アジアの国々なんかの場合には、私達の感覚で言う従兄やはとこも、父親同士が

兄弟というだけではなくて、お祖父同士が兄弟なんかも、私達が「お兄さん」と言う言葉

と同じ言葉で言ったりするのです。私自身、人類学者としてインドネシアの社会に行った

ときに、「これ、うちの兄さんだよ」というのがものすごくたくさんいて、何だこれはと、

最初驚いたことがあるのですけれども、系譜を見ると、お祖父さんの世代で兄弟だった。 

 この兄弟姉妹という概念は、先進国的な生物学的なところの２親等を指すのか、その当

該社会において、これは兄弟姉妹だというふうに見なすものは引っくるめるのか。つまり、

あくまでも基準を先進国の側、あるいはUNHCRの側で客観的に持つのか、当事者の側の観点

で線を引くのかというところについて、兄弟姉妹についてもお伺いしたいと思います。 

○UNHCR（小尾） 私が知る限りでは、先進国というのでしょうか、血のつながりのある兄

弟、例えばはとこの子どもであるとか、いとこの子どもということまでには広げていない

と思います。 

 ただ、これまで申しましたように、拡大家族という概念も使っておりますので、その中

で、例えば本当に小さいときから兄弟姉妹と同じような形で育てられてきたはとこの子ど

もという人がいれば、それは拡大家族の概念で１つのグループの単位の中に含めるという

ことで提出させていただく例というのはあったと記憶しております。 

○岩沢座長 ありがとうございました。引き続き、第４陣の選考に関しての基準の見直し

につきまして、まだ残っている２つの論点がございまして、それについて議論させていた

だきたいと思います。 

 単身者の受け入れと家族の同行ですが、前回の会議以降、再度意見照会をさせていただ

きました。皆様、お忙しい中、御協力ありがとうございました。事務局の方で委員の皆さ

んの御意見の概要をまとめたものです。事務局から説明をお願いします。 

○中川参事官 お忙しい中、御意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。

この意見照会の趣旨ですけれども、意見照会の際にも述べさせていただいたとおり、この

問題が日本社会における社会統合という観点からの検討も必要であろうということで、そ

の点からどのような受け入れが望ましいのか、あるいは望ましくないのかということにつ

いての御意見を任意に頂戴したものです。 

 最初に単身者につきましては、単身者を受け入れるという方向性自体は皆様方の御意見

はおおむね一致をしていると思われます。また、その際、どのような単身者が望ましいの

かという点についても、自立可能性の高い者、健康で労働意欲のある者という点でも異論

はないように見受けられますが、単にそれだけでよいのかという点については、委員の中

には、それだけでは足りない、来日家族夫婦の兄弟姉妹、これは恐らく未婚という御趣旨

だと思われますけれども、そういう兄弟姉妹に限るべきで、日本に全く血縁を持たない単

身者は受け入れるべきでないというように、言わば家族の絆が必要という御意見もありま
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す。この点で委員の御意見が分かれている状況でございます。 

 続いて、家族の同行の部分です。受け入れが単身者での兄弟姉妹ということを前提にす

ると、それ以外の親族についてということになろうかと思われますけれども、一緒に連れ

てくる家族としてどのような家族の形態が望ましいのかという点でございますが、この点

は前回と同様、夫婦とその子どもという核家族に限るべきという御意見、それから核家族

に限定するのは再考の余地がある、あるいはUNHCRが言われるような実態として家族を検討

すべきということで、この点につきましては御意見が分かれている状況でございます。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 それでは、この２つの論点について、順に議論させていただきたいと思います。まず、

単身者の受け入れです。今説明にありましたように、皆さんの御意見を意見照会で伺った

ところ、現在は単身者というカテゴリーでは認めていないわけですけれども、それを広げ

て単身者も対象に含めるという原則についてはほぼ認めていただいているのではないかと

思いますが、どこまで広げるか。まず、健康で、勤労意欲があって、自立可能性が高いと

いうことが前提になる。つまり、単身者であれば全部ということではなくて、勤労意欲が

あって自立可能性が高いというのが前提となるという点も、恐らく委員の皆さんはほぼ一

致されているのではないかとお見受けしたのですが、問題はその中で、夫婦と子どもとい

う家族との親族関係にある者、つまり申請者の未婚の兄弟姉妹に限るという意見の方と、

そういう血縁に限らず、つまり単身者であって勤労意欲もあって自立可能性が高い者であ

れば、申請者と血縁関係でなくても対象とするという意見の方がおられる。そこが非常に

大きな論点かなと思います。委員の皆様の御意見をいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○太田委員 参考までにお伺いしたいのですけれども、キャンプ生活をされている方で、

高齢という概念は何歳ぐらいになるのですか。例えば、長寿社会である日本の高齢者とい

うのは、概念としては後期高齢が75歳、前期高齢は70歳、一般的に高齢者は65歳という概

念があるのですけれども、それがそのままタイのキャンプの方に通じるのかどうなのかと

いうところです。 

○山田委員 見た限りで言うと、50歳、60歳もいますよね。例えば、メーラじゃなくて、

もう一つのほうのキャンプは何と言いましたか、そこのリーダーは明らかに五十五、六か

ら六十の年齢でしたね。だから、日本的に言うと少し低いかもしれないけれども、高齢者

というのはいることはいるし、かなり幅は広いと思います。 

○太田委員 ちょっと質問の仕方を変えますと、日本に来て自立の可能性があるというと

ころで、では単身者の方でどこまで自立した生活を営んでいけるかということが議論にな

ると思うのですね。私なんかが心配するのは、あるミャンマーの難民の方から、「２０年

前に自分は20代で来た、同じ時期に40代で来た人が今は生活保護を受けていてとても残念

だ」という話を聞いたことがあるのですね。将来的に生活保護を受けるようになったり、

日本での自立した生活ができなくなることが予想される年齢というのはどの辺なのかなと
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いうところで、今そういった御質問をさせていただいたのです。 

○山田委員 私は受け入れのほうはよくわからないのですよね。例えば、先ほどの池上先

生のように、人類学的に言うとこの範囲だとか、あるいは太田先生みたいに実際に受け入

れていろいろな経験があるのでしょうから、そういう悩みというか、疑問はあるのだろう

と思います。 

 ただ、私がこの問題の根本にしているのは、第三国定住というのは対象が難民なんじゃ

ないか、移民じゃないぞと私は思っているのですよ。つまり、緊急性があって国にも帰れ

ない、非常に悲惨な人なのではないか。だったら、だれでもみんな受け入れたらどうだと。

来てからいろいろな問題が起きるかもしれないけれども、まずはそこにいる人を入れてあ

げたらどうかなというのが私の基本なんですよ。だから、皆さんとちょっと違うのかもし

れない。だから、私の意見というのは、常にちょっとは離れたところにあるのだろうと思

います。 

○太田委員 そこの点で、前提条件として、第三国定住が地域社会の中で、自治体や地域

のNPO、そういった支援団体で受け入れていくという枠組みの中では、だとすると、地域の

自治体なり、支援団体で「受け入れますよ」というところがあるかどうかなのですね。要

は、政府のほうでこれは責任持って支援センターなり、そこでずっと受け入れていきます

よと、人道的にそれが政府で必要だよという配慮であれば、それはそれで構わないと思い

ます。 

○山田委員 おっしゃるとおり、先ほども言いましたけれども、受け入れる側というのは

いろいろな問題があるだろうし、どこまでを範囲にするとか、申し訳ないけれども、私は

そこまでわからないのです。ただ、難民性ということを重視していただきたいと思います。 

 例えば、これからタイの国境のミャンマー人というのは、帰る人もいるけれども、押し

返される人もいるわけです。タイがもうそろそろこうやるわけですから。そうすると、帰

りたくない、本当は帰ればいろいろなことがあるのに、生きられない人が絶対出てくるは

ずですよね。そういう人達は、例えば１人であろうが、じいちゃん、ばあちゃんがいよう

が、受け入れる対象になれば、そういう難民性があるなら受け入れてあげたらどうですか

という考えなのですね。それに対して、国がどの程度支援してあげるか、手助けしてあげ

るか、それは次の問題だと、私はそう思っているものですから。 

○岩沢座長 貴重な御意見をいただいて、若干、御意見の違いも明らかになってきたと思

うのですが、広めの御意見の方も、労働意欲があって自立可能性がある人に限るというの

はよろしいでしょうか。単身者だけれども、認めるとしても、労働意欲があって自立可能

性がある。難民であることはもう前提なのですけれども、難民であればいいということで

はなくて、労働意欲があって自立可能性があるという人に限る、それが前提だということ

はよろしいでしょうか。 

○大森委員 受け入れる側にとっては、そのほうがやりやすいということはあると思うの

ですけれども、中には単身者であっても、そこの場においては自分の病気、あるいは障害
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の治療ができないと。先も見えて、治療すればよくなるものが、そこにいるがゆえにでき

ない場合に、人道的にはやはり受け入れて治療することでその人が健康になっていくとい

うことであるならば、そういう人の受け入れも考えていいのではないかというのは、過去

にもインドシナ難民の人を何人かそういう重篤な、大変な病気だった人を受け入れて、治

療して社会復帰したケースもありますので、受け入れるのに日本にとってなるべく負担の

少ない、労働力になるような人を受け入れるという線引きをするのか、それとも人道保護

で、本当に困っている人を優先的に受け入れていくのかというところを明確にしたいなと

いうふうには思います。 

○岩沢座長 今の御趣旨は、例外としてそういう人も認めてもいいのではないかという御

趣旨なのか、あるいは前提として、労働意欲があって自立可能性があるという条件自体を

外すという御趣旨なのか、そこはいかがですか。 

○大森委員 労働意欲のある人というふうに前提にしてしまうと、そうでない人はイレギ

ュラーな受け入れという形になるような気がします。意欲のある人も難民性が高いという

ことで受け入れる、特に勉強したい、学びたいという人がいますので、そういう人達を日

本に受け入れて、勉強させる環境をつくるということも当然に必要だとは思うのですけれ

ども、例外的ということではなくて、こういう人も入れるけれども、こういう人も入れる

というふうに考えることは、要するにどれだけのニーズ、その人が日本の支援を必要とし

ているかというところで判断することができないのかなと考えます。 

○岩沢座長 ありがとうございました。他にいかがですか。 

○石井委員 今の大森さんの御意見に関して、諸外国で実施されているいくつかの例があ

ります。日本は確かにまだパイロットですし、受入れ人数も少ないから、そこに踏み込ま

なかったという政府側の御事情はわかってはいるのですけれども、人道的配慮が必要な人

枠というのをつくられている国がやはり多くて、若干あいまいですけれども、何となく10％

～15％ぐらいというような相場観があるような気がするのですね。 

 そういう場合に、例えば今おっしゃった病弱とか、そういうことだけでもなくて、例え

ば保護者がいない子どもという場合もあったりして、タイなどはそういう子達は結構人道

的受入れ枠を持っている国から人気者なので、恐らくもう既に先進国でかなり引き取られ

てしまっていて、今や余り残っていらっしゃらないような気は何となくするのですけれど

も、一般論として言えば、脆弱性が高い人、保護ニーズが高い人というような方を入れて

いくというのは、第三国定住も人道支援であるという本質からかんがみるにはあり得る話

だと思うのです。ただ、先ほどの前提で、第４陣に絞ってというお話があったものですか

ら、私は今すぐ議論するには結構大変かなとは正直思います。 

 私のイメージとしては、先ほどからずっと話題になっている、例えば年老いた母親がい

るから、１人だけ残して来られないみたいなケースは例外的に人道枠として入れてもいい

とは思うのですけれども、今のところ、一般的なケースで言えば単身者は、私は先生がお

っしゃっていた、健康、勤労意欲という部分はあるとは思いますが、健康と言ってもこれ
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また非常に微妙で、難民キャンプの病気のレコードを見ると、大概何か病気を持っていま

すよね。それをどの程度というと、また難しい医療のほうの線引きになってしまいそうな

気がするので、健康の人と言い切ってしまうのが心配は心配なのですけれども、一定程度

ちゃんと働くことができるくらいが妥当かと。ですので、私のイメージとしては、自立可

能性という言葉を総合的に柔軟に判断できるようにするのがいいのではないかとは思いま

す。一般論としては岩沢先生のおっしゃる趣旨には賛成です。 

○岩沢座長 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。中井委員、どうぞ。 

○中井委員 私も、大森先生がおっしゃった保護の必要な人達を一定程度受け入れるとい

うことは、将来的に非常に大事なことだと思うのですけれども、特に医療の現場で、第４

陣という前提で今話をしているとして、もし第４陣で来たときに、医療の現場で通訳をつ

けて、そういうのは特に大事ですよね。本当に治療が必要な場合に、張りついて医療的な

通訳の能力のある人ができるかどうかというところで、ちょっと時間的に無理があるので

はないかなということがすごく憂慮されます。 

 それと、まさにパイロットなのだから、本当にそういうふうに門戸を開けてみると、ど

れぐらい保護ニーズの高い人が応募してくるのかというのは、やっていくべきだと思いま

すけれども、次のステップかなと。単身者を受け入れる、次はさらに特殊な事情のある人

も受け入れていくという、その次のステップかなというふうな気がしております。 

 それと、単身者を受け入れる場合の労働意欲、自立可能性というところで、年齢によっ

ては、労働意欲というよりも学習意欲といいますか、教育をつけなければいけない年齢の

人が帰ってくる可能性もありますので、そういうところで労働意欲というよりは、さっき

石井先生がおっしゃった自立可能性というか、意欲というところで少しくくったほうが、

労働意欲と言ってしまうと、年齢的にまた縛りがかかるのかなという気がいたしておりま

す。 

○大森委員 今の意見について一言だけ。自立というのが、日本に入ってすぐ自立を求め

られるのか、半年間の訓練を受けたらもう自立というほどの能力のある人という判定なの

か、支えていけば自立できる人というふうに、時間を半年と限らないで、支えていけば自

立していく力がある人というふうに考えるのか、その辺はどういうふうにお考えになって

いますか。 

○中井委員 入ってきてすぐに自分で生きていけるということよりは、さっき言った学習

意欲にしても何にしても、すべて将来に向けてやっていこうという意欲が見受けられると

いうことであって、決して入ってきてすぐにというイメージは持っていないのですけれど

も。 

○岩沢座長 ありがとうございました。池上委員、どうぞ。 

○池上委員 まず大きな前提として、私は中井委員の考え方に近くて、単身者の受け入れ

も段階的に考えていくといいのかなという気持ちでいます。 

 人道的な受け入れの枠の設定については、私はもろ手を挙げて賛成です。むしろ､日本は
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第三国定住受け入れ後発国として世界の中で立場を示すとすれば、その人道的な枠組みに

対してアジアの中でかなり大きく貢献するという姿勢があり得るだろうというふうに、キ

ャンプを見た立場で思います。 

 一方で、今度の第４陣に対してそれを今すぐやるのには、やはりいろいろな国内の整備

だとか、技術的な面とか、検討すべきことがあると思います。 

 ここから先は質問で、恐らくはUNHCRへの質問になるのですけれども、私の意見の中に、

単身者については日系人の製造業での現場を想定して、40代半ばだと、初めて来ると、き

ついのではないかという意見を書き込んでいますけれども、一般に年齢の設定をして難民

を第三国定住で受け入れるというのは通常あることなのか、あるいは極めてまれなことな

のか、その辺が私は難民について詳しくないので、教えてほしいなと思います。 

○UNHCR（小尾） ありがとうございます。UNHCRが第三国定住ということで、いわゆる第

三国定住のプログラムを持っている国にどういう方を推薦、あるいは提出しているか、そ

のカテゴリーが７つ、８つございます。 

 １つには、いわゆる身体的な保護のニーズ。もうその人の命、それから身体が危険な状

態にさらされているので、第１次庇護国からすぐにでも出さなくてはならないというケー

ス。それから、拷問あるいは暴力のサバイバー。医療のニーズのある人。リスクを抱えて

いる女性及び少女。それから、家族の再統合、これは大きな一つの柱です。それから、リ

スクのある子ども及び若年者。そして、予見可能な将来にわたって第三国定住にかわる恒

久的解決策のないグループ、すなわち自分で自分の国に帰れるというような可能性も近い

将来ないし、第１次庇護国で難民ではなくて市民として生活ができるというような可能性

もほとんどないような人達。 

 今、タイにいる人達の中で、恐らく日本、あるいは他の国にでもそうですけれども、提

出されているカテゴリーというのはもう全てこの中に入る人達が提出されているわけです。

ということは、そこの中に年齢制限をつけているかというと、ほとんどそれはないという

ことが言えると思います。それが１つです。お答えになりましたでしょうか。 

○池上委員 ありがとうございます。 

○岩沢座長 山田委員、どうぞ。 

○山田委員 先ほどの太田委員に対する私の話、つい先のほうまで頭が回っているので、

第４陣ということでもう１回頭を整理しますと、時間的な、あるいは予算的な問題もある

ので、皆さんのお考えで私は構いません。今までどおりでも構いません。ただ、今後第５

陣、そこまでがパイロットに入っていると思うのですが、その辺からは時間もあるから、

そういったことを考慮しながら、今のお話のような基準ももう少し対象も広げてというふ

うに考えて、第４陣については皆さんの御意見に従います。要するに、予算と時間という

ことで。 

○岩沢座長 ありがとうございました。第４陣の選考基準の見直しについてもう少し議論

させていただきたいと思うのですが、御提出していただいた御意見の中に、基本としてい
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る申請者の夫婦の兄弟姉妹なら単身者でもいいという御意見もいただいているのですが、

そこはいかがでしょうか。先ほどから出ている自立可能性があれば、これは労働意欲とい

うか、学習意欲を含めるかはさて置いて、漠然とした自立可能性という言葉を使いますが、

自立可能性があれば、申請者との血縁がなくても単身者まで、第４陣から広げるのか、あ

るいは当面第４陣については申請者の兄弟姉妹で自立可能性のある人ということにするの

か、そこはいかがでしょうか。 

○石井委員 現実性のある話を考えたときに、今この話をしているのは、やはり対象者が

第４陣にいなくなってしまうかもしれないというところから出発していると思うので、果

して広げたときに広げたところに何人いるかというのは前回も話題になったと思いますが、

例えばキャンプを２つ広げたら何人対象が広がるのかというかなり現実的な話がある中で

は、今は定義としては広くとってもいいのではないかと思います。 

 もし万が一、選考の過程で、うれしいことに10倍ぐらい応募が来れば、そこの中での選

考はあり得るとは思うのですけれども、最初から前提として排除すると決めつけてしまう

よりも、第４陣は広くとってみるのが現実的な選択なのではないでしょうかと私は思いま

す。 

 つまり、あらゆる可能性は含めて、しかも兄弟姉妹とか、２ページ目のほうにも書かせ

ていただいたのですけれども、今のカレンも特にそうなのですけれども、すごく民族同士

の責任感まで持ってしまうぐらい強い民族ごとのつながりがあるので、そういった中で考

えるのであれば、かなりの部分、彼らの中でもそういった脆弱なグループについての注意

は常にしている。今日本にいる条約難民の方々でも。そこを考えると、かなり広くとった

としても、つながりがなくなる人が出てくるおそれというのは少ないのではないかなと思

います。 

○岩沢座長 池上委員、どうぞ。 

○池上委員 今の石井委員の考え方に私も同感です。キャンプをせっかく２つ新たに広げ

ても、既に日本にいる第三国定住で入ってきた人達の関係者、親族に限るとなると、新た

なキャンプから単身者が来る可能性はうんと低くなってしまうというか、ほとんどゼロに

近くなってしまう。これは余り意味のある展開ではないなと思います。 

 私もこの意見の中に書きましたけれども、本当に一人ぽつねんといるというのはメンタ

ルヘルスの問題も出てくるおそれがありますから、今日本にあるビルマ人コミュニティ、

ミャンマーの人達のコミュニティ、とりわけカレンのコミュニティにアクセスがしやすい

ような場所で居住と就労ができればいいのだろうなと考えています。ですから、今いる人

達の親族に限るというような制限は付けないほうが、第４陣についてはいいだろうと思い

ます。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

○UNHCR（小尾） ここで状況報告をさせていただければと思います。これまで第４陣に向

けて、今の日本の選考基準を基に日本に来たいという方、あるいは関心のある人の募集に
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努めてまいりました。 

 ヌポとメーラ、ウンピアム、この３つのキャンプに関して1,000人以上、今回はデータベ

ースを基にして日本の基準に合う人達というのをまず探りました。これを全部プリントア

ウトした。それが1,000人以上出てきた。その中で、今度は職員が足を運んで、この３つの

キャンプを、この人であればもしかしたら日本に来るのではないか、条件に合うというこ

とで家庭訪問をして、幾つかの家族に当たったのですが、今日の段階では今のところゼロ

です。 

 どうしてかということをいろいろな方にお話を伺っていたりはするのですけれども、特

にウンピアムとヌポはこれまで日本に行った方が１人もいない。第３陣で取り下げをして

キャンプに帰った人から話を聞いているということもあり、いろいろなお話を聞いても、

「私は第三国定住に興味がない」、「私はもう家族がアメリカやオーストラリアにいるの

でそちらに行きたい」、「日本に行っても私の知り合いが余りいないから、余り興味があ

りません」とのことです。その他、「これまでも何回もUNHCRの人が来てくれましたけれど

も、これからはもううちには来ないでください」と、そこまできつく言われるような方も

おありだということで、少なくとも現在のこの選考基準では非常に無理だと。 

 これはこれまでもお伝えしていたのですけれども、第４陣の選考に関してはともかく間

口を広げていただく。その中で、例えば100人の方が私は日本に関心があるということで出

てくるのであれば、その中で例えば勤労意欲があるとか、そういうことを基準にしていた

だくのは可能性としてあるのだと思うのですが、ここでまた間口を狭くしてしまうことに

よって、どうかと思われる方がまた増えてしまうということはやはり避けたほうが私ども

としてはいいのではないかと思いますので、ここで付け加えさせていただきました。 

○IOM（橋本）これは小尾さんの御意見に補足ということで、実は私どもが成田空港でアメ

リカ行き難民の乗り継ぎ支援をしているときに、何度か日本語が話せるミャンマー難民の

方が通り過ぎたことがあったそうです。私はその現場にいないので、私の同僚から聞いて

のことですが、単身の方で、数年前の長井さんという日本人のジャーナリストの方が亡く

なってしまったときに、長井さんの通訳をしていたという方がいらっしゃって、「本当は

僕は日本に行きたかったのだけれども、単身なので、日本は断念してアメリカに行くので

す」と。 

 実は私ども、成田空港にはカレン語、ビルマ語を話す者はいませんので、通常通訳につ

いて苦労するのですけれども、そのグループがカレン族だったか、ビルマか、ちょっと私

は分からないのですけれども、とにかく通訳ができるほどの方だったそうです。 

 そうしているうちに、実は何人も何人も「長井さんの通訳をしていた」という方が出て

きてしまって、どの方が言っているのが本当だったのかなということにはなってしまった

のですが、とりあえず日本語が話せるという事実は変わらなかった。ただ、そのうちの何

人かは、ちょっと足が不自由であったそうです。どの程度というのは、私は現場にいない

ので分からなかったのですが、例えば若干足が不自由だということがあったとしても、日
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本語とビルマ語の通訳ができるぐらいの方であれば、かえって受け入れることのほうがこ

のプログラムにとってはプラスになる可能性はあるのではないかと思います。 

 そういった方が何百人もいるというわけではないと思いますけれども、間口を広くと、

今、小尾さんがおっしゃったことに加えて、そういう特別なプラスの事情があれば、若干

のマイナスがあったとしても、とりあえず候補者として検討されるというのはよろしいの

ではないかと思います。 

○岩沢座長 ありがとうございました。他にいかがですか。どうぞ。 

○中井委員 私が夫婦と子どもとその夫婦の兄弟姉妹というふうに考えたのは、支援体制

のほうからのことが一番大きくて、いずれはパートナーを見つけるなり、仕事を見つける

なりして、その単位から自立していく、その最初の支援の部分が、１人で来た人にすべて

家族に対して行っているような手取り足取りの支援が本当にできる体制が今あるのか、そ

こが非常に心配だったものですから、最初は一緒にいられる家族がいるというところでこ

ういう狭いことを考えたのです。 

 実際問題として、これはどなたにお伺いしていいのか分からないのですが、それだけ単

身者という形で受け入れたときに、前回も、本当によく毎日足を運んで支援してくださっ

て、行政からのペーパー一つ分からないのに、本当に時間を割いて心を込めてお世話をし

て下さっているというお話を伺ったのですけれども、そういう体制が取れるのかなと、そ

こが非常に不安でこんなに狭い概念の書き方にしたのですけれども、そこはもしかしたら

増やせるのか、やはり難しいのかというのはいかがでしょうか。 

○中川参事官 単身者に対する支援体制ですか。これはやっていただくとなると、RHQさん

になるのですけれども、もし御意見があればお願いします。 

○RHQ（横山） 単身者の受け入れについては、もちろんメリットとデメリットがあると思

います。メリットとしては、単身者の場合には就業先候補の拡大が容易になるということ

とか、あるいは住居の確保についても、単身者用の小規模な汎用性の高い住居で済むとい

うことであるとか、あるいは家族もいないということで、子どものいる家族世帯に比べて、

センター退所直後の生活の立ち上げの支援が容易になるのではないかというようなメリッ

トがあると思います。 

 他方デメリットとしては、その人が若い人であれば新しい生活に馴染みやすいというこ

とがあるのですけれども、年齢が高い人の場合には生活に慣れにくいということとか、婚

姻を考えた場合には、同じ民族の人が少ないということもあって、仮に日本人との婚姻を

望まない場合には婚姻の可能性が低くなるということであるとか、家族単位の世帯に比べ

て犯罪グループに巻き込まれやすくなるのではないかというようなデメリットがあるので

はないかなと考えております。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

○大森委員 今の情報は、インドシナ難民の受け入れの経験から来る御意見と考えてよろ

しゅうございましょうか。 
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○RHQ（横山） 今までのセンターとしての経験からということです。 

○大森委員 センターというのは。 

○RHQ（横山） RHQとして。 

○大森委員 ですから、長い歴史を持っていらっしゃいますので、インドシナ難民のとき

も含めて、単身者のほうが犯罪者が多かったという経験からの御意見ということでしょう

か。 

○RHQ（横山）犯罪者が出やすいのではないかということです。 

○大森委員 実際に出たのかどうかがポイントだと思うのですね。こうではないか、こう

ではないかと予測だけでやっていると、どんどん枠は狭くなっていってしまいますので、

実際にそういう問題が起きたから考えなければいけないのだということなのか。単身者だ

と犯罪に巻き込まれやすいという根拠はどこにあるのか、お伺いしたいと思います。 

○RHQ（横山） そこはあくまでも可能性の問題です。 

○RHQ（鈴木） 代わって回答します。インドシナの経験からです。当時の単身者というの

は、やはり若い単身男性が圧倒的に多くて、そうした場合に、これはきちっとした統計は

出ていないのですけれども、家族で入国した方に比べると巻き込まれやすいというのは、

声をかけられやすい。当時、インドシナのケースで言うと、窃盗グループですとか、やは

り薬の問題もございましたので、そういったグループから家族世帯に比べると声がかけら

れやすく、巻き込まれやすかったというのが、きちっとしたデータはありませんけれども、

経験上として、今、本部長代行のほうから触れさせていただきました。 

○岩沢座長 警察庁、どうぞ。 

○警察庁（米山） 警察庁の企画分析課の米山と申します。今手元に外国人犯罪の統計は

ないのですけれども、今は外国人犯罪で中国人が一番多いのですが、その次にベトナム人

が多くなっておりまして、これは単身者か世帯かというとはっきり分からないのですけれ

ども、在留資格別で見ますと、定住者がベトナム人の中でかなりの割合を占めているとい

う現状があります。定住者といいますと、やはりインドシナ難民の方の割合が高いのかな

と。その辺、定住者の細かい区分までは我々のほうでは分からなくて、あくまで処理され

ている在留資格から出た統計ということになります。 

 そういうところで言うと、今、RHQさんがおっしゃった御発言という部分が全く意味のな

いというか、根拠のない発言ではないというところは、数字上の問題だけではあるのです

けれども、少し言えるかとは思います。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

○石井委員 １個確認ですけれども、今のお話は来日したときに単身であったかどうか、

そこも関係がないわけですよね。 

○警察庁（米山） そこまでさかのぼって調べてはないです。捕まえたときの在留資格は

定住者。これが在日中国人犯罪の場合は定住者というものは入っておりませんので、さら

にそこから永住者になった機会のあった方というのはこの統計上からは見えませんので、
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はっきりしたところは言えない部分はあるのですけれども、外国人犯罪の数が減っている

中で、ベトナム人だけというか、他の国籍も何個か増えているところはあるのですけれど

も、ベトナム人の伸びが大きい。その中で定住者という方の割合がかなり増えているとい

う事実がありますということを申し上げたわけです。 

○石井委員 つまり、単身であるかどうかの根拠はないと。 

○警察庁（米山） 根拠のお話ではないということです。あくまで統計上の話です。 

○石井委員 入国したときは単身であるか、家族単位かどうか、子どもだったのかという

ことも分からないということですね。 

○警察庁（米山） さかのぼってそこまで調査しているわけではございません。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

○IOM（橋本） あくまでも一般論ですが、私ども移民のお話をしますと、よく外国人によ

る犯罪率が高いということが出てきまして、統計上はそうではないというのは多分警察庁

の方はご存知だと思うのですけれども、それに加えて、では仮に外国人の方、あるいはイ

ンドシナ難民の方でそういった傾向が見られたとしても、それは外国人だから、国籍とし

て、あるいは出身国としてそういった傾向が強いと言えるのか、あるいは鶏と卵かもしれ

ませんけれども、仮定の話ですけれども、日本における定住施策が不十分であったがため

に、日本における疎外感を感じた、あるいは差別を感じた、そういったことにより犯罪に

手を染めたということになったのか、そこは非常に慎重な精査が必要だと、常に私どもIOM

としては持っております。 

 と申しますのも、例えば外国人による犯罪率が高いということになると、例えばカナダ

は外国人は非常に多いですが、治安が悪いのか。スカンジナビアの国々は大変多くの難民、

移民がいますけれども、では治安が悪いのか。そうではないというのは皆様ご存知のとお

りです。ですので、いわゆる外国人犯罪率ということについては、その背景について慎重

な精査と分析が必要だと、私どもとしては思っております。 

○岩沢座長 ありがとうございました。石井委員、どうぞ。 

○石井委員 先ほどの中井先生の御質問の中で、実際どうなのだろうと思うことがありま

す。私達も難民支援をずっとやっていて、年間で言うとだいたい五、六百人ぐらいうちの

事務所に、これは条約難民というか、難民申請者の方々で、当然のことながらほぼ単身者

なのですね。では、彼らが罪を犯しているのかというところでは全部追いかけられません。

もちろん私達の事務所に来る人達は真正な難民の方が多くて、ひょっとした難民申請され

ている中には多くのそうではない方、我々のところにアクセスしてこない方もいらっしゃ

るのかも分かりませんけれども、平均的に見て、自分達が資格を剥奪されたくないので、

ものすごく法令遵守に関しては敏感になっていますから、難民で来たという中だけでも一

般の外国人の方との差は大きいと思いますし、私は大森さんと比べれば、まだこの業界に

入ったばかりの人間なので、インドシナ難民の時代から何かが言えるものはないのですけ

れども、やはり結局のところ、どうやってそちらのほうに行かせないかというインテグレ
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ーションのプログラムをどうしようという議論をしている中では、その部分をどうやって

潰していけるのか、できるだけ悪い方に行かないようにフォローアップの体制をどう作る

のか、特に初動の数年間というのをどうするのかというところで解決すべき問題のような

気がしています。 

 例えば、いちょう団地のベトナムの難民の方が多いところで言うと、この間そこで働い

ているNPOの方に聞いたら、相談に来る方の半分以上はRHQさんのいわゆる難民プログラム

に乗ってきた方ではないのですね。もちろん、定住者ということでは親戚で後で認めてい

ただいた、プログラムに乗ってこなかった後から来た家族統合のケースはたくさんいらっ

しゃると思うのですけれども、難民で来たときと、今も来続けている方々とは同じベトナ

ムでもかなり状況が違うような気はしますけれども、一般論で言って、私は難民として来

る方々のコンプライアンスに対する考え方は、外国人平均の中でもかなり高いのだという

ふうにイメージしていますから、余り心配し過ぎるのもどうかなという気はします。 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 それでは、どうやってまとめるかですが、御意見を伺っていまして２つのまとめ方があ

るかなと思います。前に申し上げたように、意見が分かれた場合には意見が分かれている

ということをそのまま書くということでしたので、そういう方法と、それから皆さんの御

意見を聞いていて、行けそうなところで集約するという方法があるかと思います。ですか

ら、２案を提示させていただいて、委員の御意見も聞いた上で、どちらかにしたいと思い

ます。 

 まず第１案は、２つの意見を書くということです。山田委員の最後の御発言がありまし

たので、自立可能性を前提としてというのはまず入れさせていただきたいと思います。こ

れは第４陣の話ですので、自立可能性を前提とする。それで、間口を広げるという観点か

ら、日本に特に縁がない単身者も対象とするという意見があったが、他方でより慎重に、

当面来日家族の兄弟姉妹である単身者に限るという意見もあった、という形で両論を書く

のが第１案です。 

 第２案は、第２番目の御意見の方はやや少数だったということで、前者だけにする。つ

まり、自立可能性が高いということを前提として、間口を広げるという意味で、日本に特

に縁がない単身者も対象とする。 

 どちらにいたしますか。特に、第１案の後者の案を主張されていらした委員が、もし第

１案でいくべきだということであれば、最初の合意のとおり、意見が分かれた場合にはそ

れをそのまま書くということですので、そちらで行かざるを得ないということになります

けれども、いかがでしょうか。 

○太田委員 最初の閣議了解の中で、まず条件として、「日本社会の適応能力がある者で、

生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者」という表現があるのですね。これと自

立可能性があるということはイコールというふうに解釈していいわけですね。 

○安田審議官 そうですね。 
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○太田委員 そうすると、その条件の中で、「及びその配偶者または子」というふうにな

っているので、その配偶者または子というのが一緒にいなければいけないとは閣議了解は

されていないというふうに解釈もできるのです。「就くことが見込まれる者、及びその配

偶者または子」と。 

○中川参事官 そこの閣議了解の読み方ですよね。 

○太田委員 読み方というか、これを変えなければいけないかどうかということです。 

○中川参事官 家族単位というのは、その下で難民対策連絡調整会議決定のほうで「（家

族単位）」というところで限定をしています。 

 それで、インドシナ難民のときには同じような書きぶりをして単身者を認めておりまし

たので、単身者を認めることは今の閣議了解でも読み込めるというふうに、理解していま

す。 

○太田委員 ということは、難民対策連絡調整会議の中でそこの枠を外すかどうかを議論

していただくという、参考のための意見を付すということですね。 

○中川参事官 はい。そこは今まで余り踏み込んでこちらも御説明しなかったのですけれ

ども、過去にそういう経緯があるものですから、そういうふうに読めるだろうと理解して

います。 

○太田委員 分かりました。 

○中川参事官 ですから、その上でさらに限定をつけるかどうかというところだと思いま

す。 

○太田委員 あまり現実対応の話ばかりすると、人道的ではないように受け止められてし

まうかもしれませんが、ただ、現実の問題として受け入れる自治体側に立つと、ではその

後どうするのというところについて、非常に懸念があると。また、家族のお話でもさせて

いただきたいとは思うのですけれども、とりあえず単身者ではそういうことです。 

○岩沢座長 そうしましたら、先ほどの私の２つ案で言いますと、第１案で、やはり２つ

意見を書くということと思いますけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございまし

た。 

 続いて、家族の同行について議論させていただきたいと思います。UNHCRに先ほど情報提

供していただいたのですが、健康保険制度の被扶養者の概念を見ると、本人、配偶者、そ

れから父母、祖父母、子が入るということですが、ここで議論していただくのは、申請者

の両親、兄弟、甥姪の同行を認めるかということです。 

 来日家族の未婚の兄弟姉妹については、先ほど単身者ついて御議論いただいたときに、

少なくともそこまでは認めていいということで、委員の方は一致していらっしゃいました。

つまり、自立可能性を条件として、自立する可能性がある来日家族の未婚の兄弟姉妹につ

いては、単身者というカテゴリーでもう既に受け入れるという方向で御意見をいただきま

した。これはある意味では未婚の兄弟姉妹について家族概念を広げたというふうにも言え

るわけですが、結論は一緒です。ですから、いずれにしても、来日家族の未婚の兄弟姉妹
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については自立可能性を前提として受け入れを認めるということだと思います。 

 それで、次に御議論いただきたいのは申請者の両親、甥姪です。まず、両親についてで

すが、これにつきましては、前回の会議で家族の呼び寄せは原則賛成という形で御意見を

いただきました。家族全体としての自立可能性とか、相互扶助可能性というのが前提にな

るわけですけれども、後から両親を呼び寄せるということについては、委員の皆様から賛

成という形で意見をいただいております。今御議論いただきたいのは、後からの呼び寄せ

ではなくて、後からの呼び寄せの可能性があるということを踏まえた上で、最初から同行

を認めるかどうかということです。 

 親がかなり若いケースというのもあると思います。子を連れてきた申請者は20代で、さ

らにその親が40代とか、そういうケースもあって、子から見れば祖父母になるわけですけ

れども、祖父母自身がまだ労働する能力があって、そういう意味での先ほどの自立可能性

を持っている祖父母というのもあり得ると思います。そういう場合は、祖父母自身が申請

者になれば、その下の両親はその祖父母からすると子になるわけですけれども、それを家

族と考えれば、そこは多分現在の基準でも受け入れ可能ということになると思うのですけ

れども、そこはまずよろしいでしょうか。 

太田委員、どうぞ。 

○太田委員 今のくくりの中で、今おっしゃることはそのとおりだと思います。ただ、先

ほど弟妹のところで、自立可能性があれば単身者で受け入れるのだからという前提なので

すけれども、今おっしゃるように、弟妹でも要は小さいお子さんの場合もあるわけですね。

その子達も受け入れる際には家族として同行できるかという議論は必要だと思うのですね。

例えば、弟さんは働けるのだよと。単身者で働けるのであれば、一緒に来ても同じではな

いかという話なのですけれども、弟さんというのがすごく小さい、５歳とか６歳、未成年

の場合。 

○岩沢座長 それは残っています。それは後で、甥姪のところで一緒に議論させていただ

きたいと思っています。とりあえずは親についてご議論いただきたいと思います。つまり、

祖父母です。後で呼び寄せることについては、先ほど御説明したように、もう皆さんに同

意いただいています。今御説明しましたように、親自身が若い、祖父母自身が若くて、祖

父母自身に自立可能性がある場合は、祖父母自身が申請者になれば、祖父母を申請者とし

て認定をして受け入れることは現在の制度でも可能で、そうすると２世帯の家族が別途申

請して、一緒に受け入れられて、実質上は親を同行するという形になると思うのですけれ

ども、それは可能だということでよろしいでしょうか。 

 そうすると問題は、親がある程度年齢がいっていて、つまり祖父母ですが、祖父母自身

の自立可能性は考慮しにくい場合。つまり、祖父母をその下の両親が支える形になる場合。

その場合でも、呼び寄せではなくて、最初から同行を認めるか。その点を御議論いただき

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○池上委員 私自身は今回この意見では、呼び寄せによる再統合の可能性を担保する形が
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いいのではないとか書いたのですけれども、御経験のある皆さんにお伺いしたい。今、私

達の社会でも、若夫婦が働く前提、特に女性がフルタイムの仕事をする前提で、奥さんの

実家のそばに住んで、同居じゃなくても子どもを見てもらうという例は枚挙にいとまがな

いですよね。例えば東南アジアの国であれば、そこにお手伝いさんが入るパターンで、日

本ではそういう制度がないので、多くの場合は親がやる。 

 そうすると、親そのものには自立可能性は無いけれども、子ども達の面倒を見る、その

ことによって夫婦はかなり頑張って働ける。例えば夜勤ががんがんできるとか、そういう

可能性もあるのかなと思って、難民受け入れの場合に、そういう意味で多少年をとった祖

父母が来ることによって、家族単位としての自立の可能性は高まるという視点も大事なの

ではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○太田委員 今の御意見で、私は日本の社会保障制度の適応をうけられるかどうかという

ことを前回議論させていただいていまして、今、池上先生がおっしゃっているのは、おそ

らくは働いて、もう高齢になって退職されて年金を受けられているという前提で、孫の面

倒を見ている年金暮らしの高齢者というような想定をされているかと思うのですね。ただ、

今度新たに来られる方はもう無年金者であることは間違いないわけで、そういった収入は

無い。だとすると、そこの家族の世帯が親御さんと同居して自立できるだけの収入が得ら

れるかというのは、これはよく説明していただかないと、この間、難民の方をヒアリング

した中でも、子どもの教育にすごく期待していたけれども、なかなか教育費の貯蓄ができ

ないというようなお話を伺っています。それが、そういったところもかかりますよ、さら

に言えば、社会保障費の負担は40歳以上は介護保険料を取られますよ、そういった話で負

担は増えますよという話まで納得していただければ、それはそれで構わないかとは思いま

す。 

○池上委員 もちろんそのことは私も分かっていて、それでも先行事例というか、先例で、

社会保障の恩恵に浴していない年配の方が来ることで、子ども達の面倒を見ることで、夫

婦が働いてうまくいっているような事例は結構あるのでしょうかという質問です。ですか

ら、社会保障の対象ではないというのがもちろん質問の前提になっています。 

○中川参事官 インドシナの事例しかないと思うのですけれども。 

○大森委員 インドシナではございます。子どもが、「13歳で自分は来たけれども、両親

とお祖父ちゃん達も一緒に来ました」ということです。かえって、お年寄りは適応ができ

るのです。なぜできるかというと、周りの日本人がお年寄りがいる家庭には親切なのです

ね。若い夫婦だと余り声をかけないのに、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんがたどたどしくい

ると、逆に声をかけて親しくなっていく。インドシナ難民のときにはその経験はしており

ます。すべてがすべてではないです。もちろんその人達の性格にもよるとは思うのですけ

れども、意外とお年寄りがいると、お店の人が親切に声をかけたりするという経験をして

おります。100％そうと言い切れません。 

 逆に、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんが日本語が学べないので、子ども達と会話ができな
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くなった。特に働きに行かないから日本語ができなくて、孫とは全く外国人みたいな感じ

になったとか、それから高齢者のほうが病気になる機会が多いということで、不安を訴え

た方がいたということも事実でございます。適応は本当に人によるのですね。年齢だけで

はないものがある。それと住む環境が非常にあるのです。 

○岩沢座長 ありがとうございました。いかがでしょうか。祖父母自身が就労可能性がな

いというケースについては、呼び寄せというほうがいいのではないかという意見の委員が

若干多いような気がするのですが、さらに御意見をいただきたいと思います。 

石井委員、どうぞ。 

○石井委員 もう書いていることの繰り返しになってしまうのですけれども、さっき小尾

さんのほうからもお話があった、いかにも置き去りにされたキャンプ側で、何というひど

い受け入れをするのだと言われない程度の人道配慮というのは当然あったほうがいいと、

私は思います。今回、第３陣のところでも話題になってはいたと思うのですけれども、そ

れは普通の人が考えても、国際社会で難民支援とかをやっている人達の常識的に考えて、

それを置き去りにしてはいかんでしょうというようなレベルの人は認めるという例外的な

ことは、ここに関してはやってみてもいいのではないかという気がします。 

 もちろん、太田課長がおっしゃっている懸念ということに関しては、幾らでも懸念はあ

ると思います。それは本当にこっちに来てみないと、みんな分からないですからね。キャ

ンプ地でいかに日本に適応能力があるかというのをちゃんと把握するというのは、ほぼ不

可能に近いことは最初から分かっているので、それは議論しても仕方がない部分だとは思

いますが、だめかもと思っていた人が意外と良かったということも本当にありますので、

そこは今、大森さんがおっしゃったとおり、一人ひとり個人差のほうがはるかに大きくて、

年齢で括れないというところがすごくありますので、そこは本当に難しいところです。 

 ちなみに、在宅で内職仕事みたいなのは、今でも就労機会というのは結構あって、仮に

表に出られないからといって、あるいは言語能力が十分修得できないからといって、絶対

に足を引っ張る存在だけかといえば、そうでもないことも出てくるのではないかという気

がします。現状並みの仕事とか、今どういう可能性があるのかというのを私達は仕事で一

生懸命探っているのですけれども、例えば60歳過ぎたらもう無理かと、日本でそんなこと

を言ったら、60歳過ぎてぴんぴんしていらっしゃる方にとっても失礼な気もするので、非

常に元気に活動されている方もいらっしゃると思うのですけれども、そうではなかったと

しても、絶対足を引っ張るだけの存在かということは、さっき池上委員がおっしゃったと

ころは当然あるのですけれども、周りの面倒を見てくれて潤滑油になってくれるというす

ばらしいこともありつつ、何かはできるかもというのはありますけどね。かといって、全

員大丈夫なんて言う気は私も本当に毛頭ないですし、20代でも適応できない人はできない

ですから、そこは非常に難しいと思います。 

○岩沢座長 ありがとうございました。今の石井委員の御意見ですが。先ほどの繰り返し

になりますが、今は第４陣の選考基準について御議論いただいています。さきほど太田委
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員からご指摘があった閣議了解に「生活を営むに足りる職に就くことが認められる者、及

びその配偶者または子」とありますから、親まで入れるとなると、ここを変えないといけ

ないのではないかという気がするのですけれども、それは第４陣からはなかなか厳しそう

だなという気がします。先ほど言いましたように、親自身が自立可能性があれば、先ほど

の説明で、一緒に来られるということには多分問題はないと思います。 

 それから、呼び寄せについては前回御議論いただきましたが、どの程度間を置いて認め

るかというところまでは議論をいただいていないのですけれども、呼び寄せというのは認

めるということで御議論いただいています。今は、最初からの同行、しかも就労能力が必

ずしもないという親についてどうするかということをご議論いただいたことなのですけれ

ども。 

○UNHCR（小尾） 繰り返しになってしまうかもしれないのですけれども、特に第４陣の選

考ということで議論を限っていらっしゃるということを踏まえて、実は私ども第４陣の選

考に関しては非常に危機感を持っております。特に、マレーシアには今回は行かないとい

う決定、御推薦ということでございますし、タイのキャンプに限る。しかも、２つのキャ

ンプに限るということですので、これで例えば大家族で住んでいるそういう人が多いキャ

ンプの中で、またお父さん、お母さんは来年、再来年のことにしてくださいということを

言うことで、またそこで間口が狭まってしまうということになってしまうのではないか。

今ゼロなので、例えばすべて間口を広げれば、もしかしたら100人の可能性があるのをまた

30人ぐらいに狭めてしまって、その中でという選考になると、来年に関するプログラムで

本当にそういう人達が見つかってくるのか、あるいは手を挙げてくれるのかということに

関しては、その危機感は共有させていただきたいと思います。 

 ですから、ともかく関心を持ってくださる方がどれくらいいるのか。特に、今回１年、

第４陣ということですので、それでどれぐらいの人がおり、その中で本当に日本の政府の

方々に選考していただいてよろしいと思うのですよね。それを踏まえて段階的につなげて

いくという議論をしていただいて結構だと思うのですけれども、今回も少し広げてみまし

ょう、それで様子を見ましょうでは、タイに関してはちょっと無理なのではないかと。そ

れは申し上げておきたいと思います。 

○岩沢座長 親は、閣議了解との関係はどうなのでしょうか。 

○中川参事官 自立可能性のない親を受入れることになると、これは間違いなく閣議了解

の変更が必要です。 

 先ほどからおっしゃっている、間口を広げるために広く余り条件を付けないという方向

性は私もあると思っているのですが、先ほどの単身者の話もそうですけれども、親に関す

る条件をキャンプ内でアナウンスしていただくときには付けない、ただし選考の過程で、

日本政府としてはやはり自立可能性のない親の家族は受け入れないというふうに推薦を受

けた中で除外するという方向はいいということなのでしょうか。要するに、間口を広げる

という意味では、呼びかけていただくときに、親は一緒でもいいですよと言って手を挙げ
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ていただく。ただし、我々は最終的に選考しますから、選考の過程では事実上そういう方々

は受け入れないと。 

○UNHCR（小尾） 例えば自立可能性に関して、もうこの家族は無理であろうという御判断

は入ってくるのだと思います。 

○中川参事官 そうすると、アナウンスの仕方として、対外的にはそこまで言わない、た

だし日本政府としてそういう限定をかけているということを、対外的にはキャンプ側には

言わないけれども、事実上政府の中でそれをしてもいいということであれば、そこは議論

を分けてすることは可能ではないかと思っているのですが、果してそれでいいのかという

のが多分あるのではないかと思うんですね。 

 慎重にというか、今の閣議了解もそうですけれども、日本政府としては広げましたとい

う印象で候補者を集めるというところを最優先すべきだとおっしゃるのであれば、まさに

そこは運用面で我々はやりますということをUNHCRと我々政府との間でのお約束ごとにし

てしまって、対外的には全く公表しないということをここでも共通の理解になるのであれ

ば、それはそれで一つの選択肢だと思うのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。 

○UNHCR（小尾） 私が申し上げているのは、特に自立可能性ということで、例えば家族の

概念は全て広げていただき、その中で、例えばこの人は日本に来て自立が非常に難しいの

ではないかとお考えになるようなケースが出てきた場合には、それは選考という形で、イ

ンタビューしていただくなり、インタビューしないという判断をなさるということは入っ

ても仕方がないのではないかなと思っております。 

 すなわち、今ここでお父さんもだめですよ、お母さんもだめですよ、姪も甥もだめです

よというアナウンスをしてしまうことで、そういった条件であるならば、もう私は手を挙

げないということになってしまうのが、もう本当に狭めてしまう要因になっているのでは

ないかなと。 

 既に、例えばこの３つのキャンプに限っては、日本の条件というものがどういうもので

あるかということが知れ渡っているわけですよね。ここで、例えば日本の政府が、お父さ

んもお母さんも同行ということで認めますよということであるならば、まずその候補者を

集める。その中でインタビューしていただいて、この人は無理でしょうと。それはいたし

方ないのではないと思います。 

○岩沢座長 同行を認めるかどうかということで言えば、同行を認めると言ってしまって、

ただ整理としては、閣議了解があるので、祖父母自身も申請者になって、２つの世帯が申

請して、それをセットで受け入れるという格好にする。ただ、祖父母の申請については、

それだけを単独に審査した場合には自立可能性があると認めるのは厳しいような場合でも、

セットにして考えたときに、そこを若干緩く認定して、実際上は親の同行が認められるよ

うな形にすることは、現在の閣議了解の下でもできるのではないかなという気もします。

自立可能性の要件を外すわけではなく、自立可能性という要件は入っているのだけれども、

子どもの家族と一緒に来るということを考慮して、祖父母自身の自立可能性について判断
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するときに、そのような事情を考慮して、祖父母の自立可能性の基準を緩めるといったこ

とになりましょうか。それが可能だとすると、募集をアナウンスするときに、親の同行は

認めます、ただ一応審査のときに自立可能性は入ります、と説明することは運用としては

できるのではないかという気がします。 

○大森委員 ２家族のようなカウントになる。 

○岩沢座長 そうです。２家族の申請、選考、受け入れをするのですけれども、祖父母を

申請者とする申請の審査については、その子の家族も一緒に申請しているということを考

慮して、もしかすると自立可能性の基準が多少緩くすることができるかもしれないのであ

れば、実際上親の同行が結論としては認められるということはあり得るのではないかとい

うことです。 

○大森委員 そういう発想だと、閣議了解は今のままで、特に変えることなくできるとい

うことですか。 

○中川参事官 ですから、親子、親子ということですね。基本的に親に自立可能性を求め

ていますから、子どもに自立可能性があって、その親が来るというのは閣議了解上は認め

ていませんので、基本的に親が働ける人でなければいけないというふうになっているわけ

です。それが、申請上、例えば60歳、70歳でも、自分はあるよと手を挙げられて、日本政

府に申請をされるということは論理上あると思います。その子どもは40代ぐらいで実際働

けるというときに、その親の自立可能性をどこまで求めるのかというときには、岩沢座長

がおっしゃったように、そこはやはりこの３世帯を家族として見る余地はあるかなと思い

ます。 

 ただ、結局、蓋を開けてみたら、60歳、70歳の人はどうも日本では仕事ができそうにな

いというふうに判断したときには、やはりその人は無理という判断になると思いますから、

そのときには下のほうの親子についてはオーケーだけれども、親については無理だよとい

うふうにはなると思います。 

 ですから、UNHCRさんとしてそういう結論が出ても構わないけれども、アナウンスのとき

には親もいいよというアナウンスをしたほうが候補者が集まるというのであれば、そこは

切り離した考え方をしないといけないかなと思うのですが、今はどっちかというと、事実

上、本当に日本政府が受け入れる人はどういう人ですかということですから、まさにある

意味では、先ほどおっしゃった、UNHCRさんの向こうへのアナウンスの仕方とは切り離して、

日本政府として受け入れられるのはどういう人ですかということを今議論してもらってい

ると私は思っているのですね。そのときに、自立可能性のない親まで来ていいのかどうか

というところは、我々としては意見をいただきたいと思っています。 

○岩沢座長 繰り返しになりますけれども、今は第４陣についての基準を見直すというこ

とをやっているわけですが、閣議了解の変更というのは現実的にはどうなのですか。 

○中川参事官 もちろんできなくはないのですけれども、時間はかかると思います。 

○岩沢座長 そうすると、もうタイムリミットですよね。 
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○中川参事官 そうですね。 

○山田委員 でも、意見として出すというのだったら、別に構わないのではないですか。 

○中川参事官 むしろ、それは有識者の御意見として。 

○山田委員 そうしろと言っているのではないのだから。 

○中川参事官 それはそのとおりです。有識者の方の御意見は御意見として、それはそれ

で結構です。 

○山田委員 だから、閣議了解にこだわらなくてもいいのではないですか。 

○太田委員 閣議了解が得られないと、実効性はないです。 

○池上委員 ずっと回ったキャンプの様子を思い浮かべながら、今の話を聞いていました。

小尾さんのおっしゃることに私は非常に強く感じて、結局、同じ人が行くのですよね。UNHCR

のメソットのスタッフが通訳と一緒に行く。場合によっては大使館のスタッフも行くけれ

ども、同じ顔ぶれが来て、「ちょっとだけ変えたよ」と言っても、「またか」となってし

まう。見た目でかなり違うぞ、大きい看板が塗り変わっているぞというキャンペーンを次

にやらないと、狼少年ではないけれども、「またか」みたいになる。それを繰り返してし

まうことのデメリットは大きいだろうなという印象を持ちます。それは今の私の印象です。 

 今のやりとりについてですけれども、年をとった、便宜的に祖父母夫婦と言いましょう

か、祖父母夫婦と子ども夫婦がセットで実質的には審査の対象になっていくという運用で

やっていくというのはとてもうまいやり方だと私は思います。 

 そのときに、ではキャンプでUNHCRのスタッフなりがもろ手を挙げて、「お父さん、お母

さん、お祖父ちゃん、お祖母ちゃん、オーケーですよ」と余り言い過ぎると、これはこれ

で誤解を招くので、実際は２つの世帯がちゃんと働ける人もいる形でセットで申請してち

ょうだいねというあたりをどうしっかり伝えるかというのがポイントかなと感じます。 

○太田委員 今の御議論ですけれども、単身者はオーケーですよという話になっています

から、これはもう申請していただくのは皆さんオーケーなわけですね。あとは、自立可能

性があるかどうかというのは、政府の判断で選考していくということになるので、「お祖

父ちゃん、お祖母ちゃんオーケーですよ」ではなくて、「お子さん以外は皆さん申請して

ください」と。「お子さんは同行する、見守る人がいないと無理ですよ」という話になる

とは思いますけれども。 

○池上委員 そうすると、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんは単身者として申請するのですか。 

○太田委員 いえ、単身者でなくても、今の条件であれば御夫婦だけでもいいですし、単

身者として申請もできる。 

○岩沢座長 誤解があると思ったのは、祖父母と子ども夫婦が一つの家族で、子ども夫婦

とその子どもというのは別の家族で、それぞれが別の申請者だと思うのですね。それらを

別の申請者として審査する。「生活を営むに足りる職に就くことが認められる者、及びそ

の配偶者その子」という要件が閣議了解にありますから、祖父母の自立可能性という要件

はやはり外せないと思います。だから、子どもに自立可能性があれば、祖父母が60歳、70
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歳で自立可能性がなくてもいいということにはならないと思うのですが、２世帯をセット

に考えることができるのであれば、祖父母の申請の審査のときに、祖父母の自立可能性の

基準を少し緩くすることはできるかもしれないという意味であって、全く外すということ

は閣議了解上は無理だと思います。 

○池上委員 そうですね。だから、そこらの言い方がニュアンスとしては、キャンプの中

では息子や娘夫婦と来れば祖父母もオーケーだみたいな受け止められ方をしないと、おそ

らく説明会に足を運んでみようかというふうにはならないだろう。でも、誤解を与えては

いけないので、その言い方が難しい。 

○岩沢座長 どうやってキャンプに説明するかとか、実際上どういうふうにするかという

のは、有識者会議での議論を越えるような気もするので、ここでは、基準として就労可能

性のない、つまり生活を営むに足りる職に就くことが認められるという要件を満たさない

祖父母の同行を第４陣について認めるか、ということについて御議論いただきたいと思い

ます。 

○大森委員 １つお聞きしたいのですけれども、自立というのはどういう意味の自立です

か。介護者がいないと生きていかれないのは未自立というのか、自活できなければいけな

いということなのか、どちらの意味での自立ですか。 

○岩沢座長 現在の閣議了解だと、「生活を営むに足りる職に就くことが認められる者」

という要件です。 

○大森委員 生活を営む職は、仕事としては高齢の人でも就ける仕事はあると思うのです

よね。高齢者だから無いというわけでもないし、高齢者が仕事に就けない日本というのは

日本そのものの問題になりますので、ないとは言えないような気がするのですね。 

○岩沢座長 祖父母を申請者にして、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者と

いう要件の審査は実際の運用でやっていただくということで、親の同行も全く排除しない

ということにできるのではないかということです。 

 また、それをどうやって運用するか、どうやって宣伝するかは、ここで議論を細かく詰

めていくことはできないので、それでよろしいかということです。 

 そして、それにも入らない人は、家族の呼び寄せという方法で、後で呼び寄せてもらう

ということです。 

○大森委員 その呼び寄せも、例えば２か月後３か月後には必ず呼び寄せますよとか、そ

ういう確約があれば、恐らくその期間待ちましょうとできると思うのですけれども、それ

がいつになるか分からないとなると、みんな不安でできない。それではと、避けると思う

のですね。自分がもしそういう立場に立ったときを考えると、申請者も自分の人生ですか

らある程度プログラムが見えてこないことには動けないと思うのですね。ましてや、新し

い地に飛び出していくのに、全く訳が分からないでは恐くて出て行かれないのではないか

と思いますので、呼び寄せる場合は、３か月後には必ず呼びますよということを約束でき

るのかどうか。 
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○太田委員 それはむしろ申請者の方の判断だと思います。RHQで研修している間に、「僕

は自立したので、お父さん、お母さんいらしてください」とはとても言えないと思うので

すね。６か月研修プログラムがありますよね。その後、仕事に就いて、自分はお父さん、

お母さんも一緒にできるだけの収入を得られるというふうに判断できれば、それは呼び寄

せることは可能だと思います。 

○大森委員 そういうふうに説明すると、例えば、私なんかも高齢者の立場ですので行か

ないですよね。「パス。いやだ、そんなの。」って。そんな曖昧な、子どもといつ会える

か分からない不安のほうが強いですよね。子どもが半年後に確かに自立できるかどうかも

分からないわけですから、そういう中で、逆に自立した親なら、行ってらっしゃいと出せ

ると思うのですよ。 

○太田委員 いや、むしろ今までの議論ですと、家族の再統合というのは、こちらでお母

さん、お父さんを呼び寄せたいといったときに、それはだめですよというのではなくて、

そういうことも可能ですよという議論です。 

○大森委員 だけど、そのときに子どものほうが自立していなければいけないという条件

が付いてしまうと、非常に厳しいなと。 

○太田委員 では、自立しないでどういうふうに生活されるのですか。 

○大森委員 自立というのは、きちんとした仕事に就いて、親を養うだけの収入が得られ

れば呼び寄せることができるということですよね。 

○太田委員 それは客観的に我々が判断することではなくて、御本人がお父さん、お母さ

んが来ても十分暮らせるという判断があると思うのですね。むしろ、極端な話かもしれま

せんけれども、御本人家族、申請者の家族が生活保護状態で、お父さん、お母さんを呼び

寄せたいと言っても、多分ワーカーは「うん。」とは言わないと思いますね。自立してい

るということはそういうことだと思うのです。 

○中川参事官 呼び寄せのところは原則賛成ということでまとめさせていただきますが、

その前提としては、本人の自立が条件で、相互扶助能力も前提とした上で呼び寄せをいい

ですよという意見でまとまったかと思っていますので、少なくともセンターで研修を受け

ている、あるいは職場適応訓練を受けている間を自立したとは到底我々は見られないと思

っていますし、現状の鈴鹿市の家族も２年経っていますけれども、あるいは三郷市の家族

は１年ですが、鈴鹿市の家族が今自立した生活を送っているかという観点から見ても、ま

だまだだと思っています。ですから、大森先生がおっしゃるような、２か月後、３か月後

という単位でのタームでの呼び寄せはあり得ないと考えています。 

 ですから、来日した家族が本当に日本語もある程度できて、区役所とか、いろいろな手

続を自分でできて、日本政府の助けを借りなくても何でもできるようになっている、そう

なって初めて自立したと言えると思っていますから、そうなってお父さん、お母さんが来

ても、我々の貯蓄もあって、老後も養っていけるよ、そうなったときの呼び寄せです。た

だ、それは将来的にそういうことがあるのだよということを前提に来てもらう。そういう
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呼び寄せだというふうに理解していますので、もしかしたらそこは時間的な問題としては

そのぐらい必要ではないかと思っています。 

○大森委員 家族が離ればなれの時間というのは、ものすごく大事だと思うのですよね。

例えば１年も２年も離れていなければいけないのかどうか。呼び寄せは可能ですと言われ

ても、残される側はいつ行くかという計画が立たないわけですよね。 

○中川参事官 ただ、呼び寄せてしまったがために、こちらは一方で自立もしていない、

それで親が来て、扶養家族がますます増えてしまって、収入はまだ上がらないという状況

で、もしかしたら家族全体が自立からさらに遠のいてしまうということになってしまうと、

それは受け入れた側の地域からすると、反対にリスクを伴います。もちろん人道支援とい

う意味では離れた期間が短いほうがいいと思いますけれども、一方で受け入れたほうの日

本社会のほうも考慮せざるを得ませんので、例えば鈴鹿市や三郷市があそこの家族の両親

が来てもいいと言ってくれるかどうかというのは、私はかなり疑問に思っています。 

○岩沢座長 兄弟姉妹と甥姪の話がまだ全然できていません。タイムリミットがあり、も

う12月ですので、兄弟姉妹と甥姪についても今日何としても議論しないといけないので、

親のほうはそろそろまとめさせていただきたいのですが。 

２世帯の親子関係のセットという考え方で、祖父母自身も申請者となると、閣議了解が

前提になりますので、生活を営むに足る職に就くことは見込まれるという要件が付くわけ

ですけれども、運用上、可能な限り親の同行も考慮するということと、祖父母自身が生活

に営むに足るという要件を満たさない場合については、家族呼び寄せについて前回合意い

ただいておりますので、家族全体としての自立可能性とか相互扶助可能性が前提になりま

すけれども、祖父母については家族呼び寄せと方法で対応する。それ以外については、第

４陣ではなく、それ以降の継続検討課題とする。ということでいかがかと思いますが、い

かがでしょうか。 

(了承) 

○岩沢座長 そうしたら、よろしいですか。 

 次に、先ほど太田委員から御提起があった未成年の兄弟姉妹とか、甥姪の問題に移りま

す。 

先ほどUNHCRから問題提起がありましたように、実質上養子に近いような形態にある場

合もあるのではないかと思います。未成年の兄弟姉妹といっても、15歳とか16歳という場

合もあるかもしれませんが、場合によると、自分の子より年齢が低い妹とか弟がいるよう

なケースもあるのではないかと思います。そうすると、実際上は、身分は弟や妹かもしれ

ませんけれども、実際上は自分の子と同じように育てているというようなケースもあるの

ではないか。それから、甥姪の場合も、実際には親、つまり自分の兄弟は亡くなってしま

っていて、甥姪を引き取って子どものように育てているというようなケースもあるのでは

ないかと思います。そういう、実質的に養子縁組に近いような状況がある場合は、閣議了

解では「配偶者及びその子」と言っていますけれども、そこの「子」に含めるような形で、
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未成年の養子に近い兄弟や甥姪は取り扱えないかということなのですけれども、事務局は

何か御意見はありますか。 

○中川参事官 先ほど、小尾オブザーバーからもいろいろなお話を聞いて、ちょっと参考

にはなったのですが、インドシナ難民の事例でどうかということについて、別にデータ的

なものはないのですけれども、当時の担当者の話では、当時はボート・ピープルで来られ

た人達で、身分関係が分かるような資料というのを元々持っていないということですから、

事実上、長年我が子のように育てたというような関係にある者は子として扱っていたとい

うようにはお伺いしていますので、そういう取り扱いは可能ではないのかなと考えており

ます。 

○岩沢座長 そうすると、実質的に養子縁組と同じような実態があるということを前提と

すれば、甥姪、あるいは未成年の兄弟姉妹も、現在の了解等のもとでも可能ということで

すけれども、そういう扱いでよろしいでしょうか。 

（了承） 

○岩沢座長 そうすると、それに該当しない甥姪や兄弟姉妹については、カバーできない

のですけれども、第４陣についてはそこまでは広げなくていいかどうか。そこを御議論い

ただければと思います。 

大森委員、どうぞ。 

○大森委員 インドシナ難民のときは、身元引受人がいる人という条件をつけて枠を広げ

ております。 

○中川参事官 昭和55年の閣議了解が最後ですけれども、身元引受人というのは削除され

ていますから、今おっしゃったのは本当の孤児みたいな。 

○大森委員 そうですね。 

○中川参事官 それは里親が日本にいる場合ということですね。 

○大森委員 そうです。あと、十四、五歳の子ども達、インドシナ難民の場合はもちろん

ボートで着いてしまったとかがありますので、ちょっと違うかもしれません。 

○中川参事官 十四、五歳でも、ずっと申請者の両親というか。 

○大森委員 両親がいなくて、十四、五歳だけで来た場合もありますね。 

○中川参事官 単独ですか。 

○大森委員 単独、あるいは兄弟だけで来たというのも対応したことがあります。 

○中川参事官 親も無く。 

○大森委員 親も無くです。 

○池上委員 親は死んでしまうということもあるわけですし。 

○中川参事官 ありますよね。ですから、第三国のタイの難民キャンプでそういう事例が

あるのかどうか、私もよく分からないのですけれども、実際に今タイの難民キャンプでは

誰かと生活をしているわけですよね。本当の天涯孤独の小さい子がいるのかなというのは、

ちょっとあり得ないような気がするのですが。 
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○UNHCR（小尾） そういうお子さんに関しては、これまでは孤児院というような概念もあ

ったと思うのですけれども、今の潮流としては、そういう施設に入れてしまうよりは、コ

ミュニティの中で育ってもらったほうがいいだろう、あるいは家族の環境というものがや

はり大切なのではないかというので、例えば一緒のトラックに乗って来た、そういう大人

と親しければ、その人にまず託す。その間に、先ほど言いましたように、この子の最善の

利益というものが何なのかという判定を行うということになっています。ですから、原則

として誰かと一緒に住んでいるということになると思います。 

○中川参事官 そういう場合に、先ほどのお話で、タイ政府がこれを子と見ていいのか、

養子縁組をしたというふうに見ていいのかということを判断するのですとおっしゃったの

ですが、仮に甥姪とか、兄弟姉妹でそういうふうに実子として扱っているというケースの

場合に、タイ政府としてもう一回それについてチェックが入るのでしょうか。 

○UNHCR（小尾） タイ政府ではないと思います。タイ政府の方も入った形でのチームとい

うのが作られて一応見ているのだと思うのですけれども、第三国定住のプログラムで提出

させていただく中には、もうその審査が終わって、この家族を一つの単位としてという提

出になっていると思います。 

○中川参事官 なるほど、それはもう一応審査を受けているということですか。 

○UNHCR（小尾） はい。 

○IOM（橋本） 質問なのですけれども、事実上家族と見なしているということは、かぎ括

弧つきの甥姪、未婚の兄弟姉妹でもいい、要するに血縁関係がなくてもいい、もっと言う

と、諸外国がやっているDNAテストなどは行わなくていい、そういう理解でよろしいですか。 

○太田委員 そこまで拡大できるかというのは、１つは入国した後に社会保障制度に乗れ

るかどうか。甥姪までであれば、今の制度で健保の扶養家族に入れるんですけれども、で

は小さいお子さんだけでどこの健保に入るかといったら、もう自治体の国保しかないので

すね。そうすると、なぜ世帯主と違う健康保険に入らなければいけないかというところで

また課題はあるし、世帯主の負担も二重に健康保険料がかかってくるとか、そういった具

体的な、現実的な話ばかりで申し訳ないのですけれども、そういったこともちゃんと念頭

に入れながら議論していただければと思います。 

○石井委員 今のお話で言えば、養子縁組をするということならいいということですよね。 

○太田委員 先ほど伺ったのは、養子縁組という法的な制度ではないと。 

○石井委員 それが元々キャンプの中でそういう法的な枠組みできちんとレジスターされ

るかというと、それは多分ないと思うのですけれども、結局日本の法律に合った養子縁組

をするという条件ということにすればいいのでしょうか。 

○太田委員 日本の戸籍があれば、それは日本の中で養子縁組という形はあると思うので

すけれども、養子縁組された子としての扱いを法的にとれるのかどうなのかというのは。 

○石井委員 難民なので、タイでは無理ですよね。本来ミャンマーの国内法のほうにいく

ことになると思います。でも、その手続ができないというのが難民の通常の姿ですから、
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それはいかんともし難いのではないかと思うのです。 

○IOM（橋本） だからこそ、諸外国ではDNAテストを義務付けているところがあるのです。

DNAテストが無いということなのであれば、IOMとしてはそのあたりを保証することができ

ませんので、UNHCRの方が提出されるRRFに基づいて日本政府の方が御承認をしていただき

たいと思います。つまり、UNHCR及び日本政府の御判断で、甥姪等々の血縁関係の有無も含

めて、それはもう担保されているものということとして理解をさせていただきたいと思い

ます。 

○岩沢座長 ここで御議論いただいているのは、甥姪を全て認めるということではないし、

未成年の兄弟姉妹を全て認めるということでもなくて、現在の閣議了解でいう「子」にど

こまで入れられるかということです。実質的に養子縁組と同様の実態にある場合に、そう

いう甥姪や兄弟姉妹も「子」に読み込んで受け入れられる場合があるのではないかという

ことです。事務局としてもそういう運用はできそうなので、あとは養子縁組の実態にある

というところを日本政府としてどう判断されるかというところです。 

○中川参事官 どう判断するかです。ですから、そこは慎重にならざるを得ませんし、先

ほどおっしゃったように、例えば子供が多いから、悪いですけれども、お守り役で家政婦

さんのような状態で連れて来たいとか、連れて来たけれども、この子が気に入らないから

虐待になってしまうとか、それは我々としても避けるべきだと思っていますから、本当に

子どもとしての扱いを同等にしているのかどうか。それがキャンプの中で、周りの人もそ

ういうふうに認めているのかどうかというのは慎重に判断しなければいけないと思ってい

ますが、それを慎重に判断した上で、もし日本の制度に乗っかるとすると、本当に養子縁

組をしたであろうと言えるほどの親子関係が認められる場合には、生物学的な子にはこだ

わらなくてもいいのではないかという理解です。 

○岩沢座長 もし閣議了解を変えずにそういう運用ができるということであれば、有識者

会議として、実質的に養子縁組をしたと同様の実態があるということを条件として、そう

いう扱いもありうるということで、有識者会議の意見としてまとめることができるかとい

うことをお伺いしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

 実質的に養子縁組したと同様の実態があるという条件なしには、甥姪とか未成年の兄弟

姉妹は、現在の閣議了解のもとでは事実上難しいので、第４陣については難しいというこ

とで、よろしいでしょうか。 

（了承） 

○岩沢座長 ありがとうございました。 

 そうしましたら、そういうことで基準の話はまとめさせていただきます。 

続いて、時間はほとんどないのですが、議論２の論点整理は、事務局から説明していた

だいて、もし委員のほうから、これを付け加えたほうがいいのではないかとか、何か特別

な論点があれば、後でメールで意見をいただくという形にさせていただきたいと思います。

委員の皆さまからいただいたご意見を取り込んだ上で、新しい論点整理案を改めて配って
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いただいて、次回検討したいと思います。スケジュールだけは今日決めておきたいと思い

ます。とりあえず論点の説明だけをお願いします。 

○中川参事官 すみません。恐縮ですが、簡単に説明させていただきます。 

 お手元に論点整理の箇条書きのものと、論点の趣旨と、２枚の種類のものを付けさせて

いただきました。 

 趣旨としましては、これまで第三国定住事業を開始して以降、主に我々幹事会のほうで

議論をしてきたわけですけれども、その議論によって指摘された事項でありますとか、本

年４月以降、この有識者会議において行っていただいたヒアリングや、難民定住先への視

察等で指摘された事項を踏まえまして、この有識者会議の目的であるパイロットケース終

了後の方針について、意見をとりまとめていただくために議論していただきたい論点とい

うものを事務局の立場からとりまとめたものです。 

 補足的に説明させていただきますと、第１の第三国定住事業の意義・必要性ですが、改

めてこれについて議論する必要はないということもあるかもしれませんが、一応総論部分

として、我が国が第三国定住事業を行う意義・必要性がどこにあるのかという点について

は検討していただきたいと思っております。 

 第２の部分ですけれども、有識者会議の目的でも、このパイロットケースの現状・課題

を検証した上で、受入体制等、今後の指標を策定するということになっております。やは

り、現在行っているパイロットの現状を評価していただく必要があろうと思っています。 

 これまでのヒアリングや視察結果にもありますように、現状のパイロットに対する課題

も指摘されているところでありますので、委員の皆様の間でもそれを改めて整理をしてい

ただいて、どこに問題があるのかということについては検討していただく必要があろうか

と思っています。 

 第三国定住事業の在り方ということで、まず最初に「１ 事業全体の枠組」というのを

置かせていただいています。現状は出国前研修、６カ月の定住支援プログラム、定住先で

の職場適応訓練を経て、本格受入れ地域の生活となっていますが、受入れ地域からは地域

に行ってからもいろいろな支援が必要だと言われておりまして、それは否定できない状況

です。ですから、支援の具体的内容について議論していただく前に、大きな枠組みとして、

２回目にありました諸外国のプログラム等も参考にしていただきながら、支援の主体がど

うあるべきか、あるいは負担のあり方についても、まずは検討していただきたいと思って

おります。 

 「２ 定住支援の在り方」です。出国前研修、定住地域支援における定住支援センター

というのがございます。これについては、今後の議論で先ほど言いました枠組みをもう一

回見直すということがありますので、これが既存の制度の前提ありきというわけではござ

いません。もしかしたら枠組みの中でこれは要らないという意見も出るかもしれませんが、

必要性の有無も議論していただくという前提で、その点も踏まえて内容、実施期間等を検

討いただきたいと思っております。 
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 定住地域の選定ですが、現状では難民の希望する職場が決まって、その後住居が決まる

ということになっていて、そのため４月に転居する直前に居住先が決まるので、自治体か

らはそこが不十分だという指摘もあります。そもそも、どのようにして定住地域を選定す

るのがよいのかという点について御検討いただきたいと思っております。 

 それから、定住地域による定住支援です。これも現状では支援内容、期間等は定まって

おりませんので、必要に応じて行うということになっております。この点についても御議

論いただきたいということです。 

 NGO、コミュニティの関係については、コミュニティというのは地域のコミュニティと難

民の所属するコミュニティと両方の意味でございますが、プログラムにおいて今は地域定

住支援員というのがありますけれども、どのような連携が望まれるのか御検討いただきた

いと思っております。 

 「３ 予算の在り方及び実施スケジュール」ですが、これまでのプログラムの内容につ

いて検討していただくと同時に、そのために必要な予算のあり方、スケジュールをどうし

ていくかについても検討いただきたいと思っております。政府予算の仕組みについて改め

て事務局のほうから御説明いたしますが、現状の予算の枠組がそれで大幅に変わるという

ことは予想されない状況であることを御理解いただきながら、集約的かつ効率的な予算執

行にどのようなものがあるのかということを、ぜひ御検討いただきたいと思っております。 

 「第４の受入れ対象者の在り方」です。これは既に第４陣について今、御検討いただい

ておりますが、今後の将来的な受入れ対象者の在り方ということで、改めて御議論いただ

きたい事項でございます。 

 広報活動につきましても、どういう広報が必要なのかということでございます。 

 最終的に、パイロット終了後の受入れ方針です。これについては最後の結論部分でござ

いますので、今、御議論していただきたいという趣旨ではありませんが、最終的な出口と

いうことで置かせていただいております。 

○岩沢座長 時間がないので、今後の進め方について御提案させていただきたいのですが、

今の論点整理案について御意見がありましたら、それを事務局宛てに連絡していただいて、

私と事務局の方でその御意見を踏まえて、次回には論点整理案を修正した形で御提出させ

ていただきたいと思います。次回は、論点整理案がこれでいいかという議論を初めに少し

させていただきたいと思います。基本的には報告書はこういう構造で、これに肉をつけて

いくような形で報告書ができ上がっていくというイメージで考えていただければと思いま

す。そういうことを踏まえて、こういう構成でいいか御意見を事務局にお寄せいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。  

（了承） 

○岩沢座長 それでは、長時間どうもありがとうございました。本日はこれで終了します。 

 次回の予定について、事務局からお願いします。 

○中川参事官 次回は１月16日、午後４時からということで、場所はまた追って御連絡い
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たします。 


